
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】  磁力線を透磁された水道水からなる磁気
処理水が入れてある密閉状態の水槽内に、所定量の、珪
藻等の化石の堆積土を投入して、前記磁気処理水を酸性
水に改質するようにした酸性水の製造方法であって、
前記水槽に満たした前記水道水中に、この水道水の１割
の前記珪藻等の化石の堆積土を投入して、前記水道水に
６０００ガウス～１００００ガウスの磁力線を透磁させ
て前記磁気処理水にすると共に、前記水槽内で前記磁気
処理水を撹拌循環させ、且つ前記磁気処理水に光を照射
して前記磁気処理水の水温を２５度以上に維持して、前
記水道水を酸性水に改質するようにしたことを特徴とす
る酸性水の製造方法。
【請求項２】  前記水槽から酸性水を所要量取り出し
て、前記酸性水が取り出された量と同量の水道水を補充

し、この繰り返しにより多量の酸性水を得るようにした
請求項１に記載の酸性水の製造方法。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】本発明は、水道水を化学処
理、電気分解等を行うことなく、天然に産する珪藻等の
化石の堆積土を用いて酸性水に改質製造する酸性水の製
造方法に関するものである。
【０００２】
【従来の技術】酸性水を得るには、特願昭６３－５１７
６５号や特願昭６３－４９８６１号などに提案されてい
るように、電解層内を隔膜で２室に仕切り、その両室に
電極を設け、これらの電極を直流電源に接続して陽極室
と陰極室とを形成し、陽極室と陰極室とに食塩（塩化ナ
トリウム）を混入した水を供給し、この電解液を電気分
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解することで陽極室から酸性水を生成させることにより
行われていた。なお、陰極室からはアルカリ水が生成す
る。
【０００３】
【発明が解決しようとする課題】しかしながら、上記し
た従来の水の酸性水の製造方法は、水を電気分解するも
のであり、これらの処理により大量の酸性水を生成する
ために大掛かりな設備や費用が必要になり、簡単には大
量の酸性水を生成することができないし、また、水を電
気分解しての改質方法なので酸化還元電位（ＯＲＰ）が
（－）になり、水としての機能が働かなくなるし、カル
シウムやカリウムやマグネシウムなどのミネラル分が不
足するという問題点があった。
【０００４】本発明は、上記の問題点に着目して成され
たものであって、その目的とするところは、水道水を化
学処理、電気分解等を行うことなく、天然に産する珪藻
等の化石の堆積土を用いて低コストで大量の酸性水に改
質することができる酸性水の製造方法を提供することに
ある。
【０００５】
【課題を解決するための手段】上記の目的を達成するた
めに、請求項１の発明に係る酸性水の製造方法は、磁力
線を透磁された水道水からなる磁気処理水が入れてある
密閉状態の水槽内に、所定量の、珪藻等の化石の堆積土
を投入して、磁気処理水を酸性水に改質するようにした
酸性水の製造方法であって、水槽に満たした水道水中
に、この水道水の１割の珪藻等の化石の堆積土を投入し
て、水道水に６０００ガウス～１００００ガウスの磁力
線を透磁させて磁気処理水にすると共に、水槽内で磁気
処理水を撹拌循環させ、且つ磁気処理水に光を照射して
磁気処理水の水温を２５度以上に維持して、水道水を酸
性水に改質するようにしたものである。
【０００６】したがって、６０００ガウス～１００００
ガウスの磁力線を透磁された水道水（磁気処理水）は、
その水分子のクラスターが小さくなっており、しかも、
珪藻等の化石の堆積土は水中に放置されると、その表面
の無数の微細な孔から水が浸入するようになるし、ま
た、堆積層間が剥がれて、その隙間に水が浸入するよう
になる。
【０００７】したがって、珪藻等の化石の堆積土は水道
水に接触して、その多数の堆積層間が剥がれて、珪藻等
の化石の堆積土の水の接触面積が大きくなる。しかも、
磁力線を透磁された水道水（磁気処理水）は、その水分
子のクラスターが小さくなっているために、珪藻等の化
石の堆積土の組織内、例えば珪藻等の化石の堆積土の多
孔質部分に浸透しやすくなり、珪藻等の化石の堆積土の
成分、特に、水素イオンを有する物質、硫化物などを溶
出させ、磁気処理水を酸性水に改質することができる。
【０００８】しかも、磁気処理水を撹拌循環させ、ま
た、光の照射により、その水温が２５度以上に維持され

るために、珪藻等の化石の堆積土が水中で膨脹して、そ
の多数の堆積層間が剥がれて、珪藻等の化石の堆積土の
水の接触面積が大きくなり、磁気処理水が、より珪藻等
の化石の堆積土の組織内、例えば珪藻等の化石の堆積土
の多孔質部分に浸透しやすくなり、珪藻土などの化石の
堆積土の成分、特に、水素イオンを有する物質、硫化物
などを溶出させ、磁気処理水を酸性水に改質することが
できる。
【０００９】このように、水道水を化学処理、電気分解
等を行うことなく、天然に産する珪藻等の化石の堆積土
を用いて酸性水に改質することができるために、環境に
対して悪影響を及ぼすことなく大量の酸性水を低コスト
で生成することができる。
【００１０】また、請求項２の発明に係る酸性水の製造
方法は、請求項１に記載の酸性水の製造方法において、
水槽から酸性水を所要量取り出して、酸性水が取り出さ
れた量と同量の水道水を補充し、この繰り返しにより多
量の酸性水を得るようにした。
【００１１】したがって、水槽に、酸性水が取り出され
た量と同量の水道水を補充し、この繰り返しにより多量
の酸性水を得ることができて、大量の酸性水を製造する
ことができる。
【００１２】
【発明の実施の形態】以下、本発明の実施の形態を図面
に基づいて説明する。
【００１３】図１は本発明に係る酸性水の製造方法に使
用する設備の斜視図である。
【００１４】酸性水の製造方法には、図１に示す密閉形
の水槽３０が使用される。この水槽３０はガラス容器で
あり、水槽３０を透明な蓋体３６で密閉する理由は、空
気中の二酸化炭素、窒素、酸素が水和すると光合成によ
り植物が繁殖する恐れがあり、この植物が繁殖しないよ
うに空気中の二酸化炭素、窒素、酸素の水和を防止する
ためである。
【００１５】そして、この水槽３０には、水道水である
原水（１００μＳ／ｃｍ以上の導電率、ミネラル成分陽
イオン２０ｍｇ／Ｌ以上、塩化物イオン３０ｍｇ／Ｌ以
上、硬度５０以上）３１が満たしてあり、この原水３１
には、水中での照度が１２００ルックス～２０００ルッ
クスになるように照明機器３２により光が照射されてい
る。この光の照射により、原水の水温が２５度以上に維
持された状態になる。
【００１６】そして、水槽３０には原水の循環撹拌装置
３３が設けてあり、この循環撹拌装置３３は水中ポンプ
からなる循環撹拌ポンプ３４を有しており、この循環撹
拌ポンプ３４の吐出側３４Ａには磁性体からなる吐出側
配管である管体２０が接続してある。また、循環撹拌ポ
ンプ３４の吸込み側３４Ｂは水槽３０内に通じている。
そして、循環撹拌ポンプ３４を稼働することにより水槽
３０の原水３１は吸込み側３４Ｂ、循環撹拌ポンプ３
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４、吐出側配管である管体２０を経て水槽３０に循環し
撹拌されており、この循環撹拌により水槽３０内の原水
３１には毎秒２～３ｍの流れが生じている。
【００１７】そして、液槽３０内の原水３１には、この
原水３１の１０％の天然の化石土類Ｇが投入してある。
この化石土類Ｇは珪藻の化石の堆積土が固化したもの
や、藍藻の化石の堆積土が固化したものであり、これら
の珪藻等の化石の堆積土を以下に、化石土類Ｇと言うこ
とにする。
【００１８】珪藻土は珪藻殻の堆積土であり、珪藻は、
海や湖に浮遊する藻の一種であり、単細胞の植物で、水
から養分を吸い上げシリカを吸収して細胞膜を作り、こ
の細胞膜の化石が珪藻殻である。この珪藻殻の化石は１
０ミクロン～１００ミクロンというミクロな独立細胞を
なし、その表面には無数の微細な孔に覆われている。そ
して、この珪藻土は、地中にあるとき、火山活動、地殻
変動等により水素イオンを含む物質、硫化物等を多く含
む岩石になる。
【００１９】また、藍藻は、ユレ藻、ネンジュ藻など多
種にわたって存在しており、自ら動く性質のない単細胞
体であり、遊離あるいは塊状、糸状の群体をなして生活
しており、核がなく体分裂だけによって繁殖するもので
ある。この藍藻は化石化するし地中にあるとき、火山活
動、地殻変動等により、水素イオンを含む物質、硫化物
等を多く含む岩石になる。
【００２０】これらの化石土類Ｇは、天然に数十種類存
在していて、このうちの赤褐色、灰黒色のものを使用す
る。化石土類Ｇは多数の堆積層を有しており、この化石
土類は水中に放置されると、その表面の無数の微細な孔
から水が浸入するようになるし、また、堆積層間が剥が
れて、その隙間に水が浸入するようになる。
【００２１】また、循環撹拌ポンプ３４の吐出側３４Ａ
に接続された磁性体からなる管体２０には磁気処理装置
Ａが装着してある。この磁気処理装置Ａは、図２に示す
ように一方の磁気処理体１と他方の磁気処理体２とを備
えており、一方の磁気処理体１と他方の磁気処理体２と
は同構成である。
【００２２】この一方の磁気処理体１は、鉄系材料（軟
鉄）から成るボックス形状の磁石保持ケース３を有して
おり、この磁石保持ケース３は、底面部３Ａと前、後面
部３Ｂ、３Ｃと左、右面部３Ｄ、３Ｅとを有している。
また、左、右面部３Ｄ、３Ｅの辺縁部には半円状の溝部
６が形成してある。そして、磁石保持ケース３の底面部
３Ａの内面には四方柱状の永久磁石７が固着してあり、
また、磁石保持ケース３内には、非磁性材料である合成
樹脂、例えばエポキシ樹脂より成る充填材８が充填して
あり、この充填材８の中央に永久磁石７が表出してい
る。この場合、磁石保持ケース３の角部は、曲げ角度が
５６度以上にし磁気漏れのないアールにしてある。
【００２３】他方の磁気処理体２は一方の磁気処理体１

と同構成ではあるが、説明の便宜上異なる符号を付す。
すなわち、他方の磁気処理体２は、鉄系材料（磁性体）
から成るボックス形状の磁石保持ケース３－１を有して
おり、この磁石保持ケース３－１は、底面部３Ａ－１と
前、後面部３Ｂ－１、３Ｃ－１と左、右面部３Ｄ－１、
３Ｅ－１とを有している。また左、右面部３Ｄ－１、３
Ｅ－１の辺縁部には半円状の溝部６－１が形成してあ
る。そして、磁石保持ケース３－１の底面部３－１Ａの
内面には四角柱状の永久磁石７－１が固着してあり、ま
た、磁石保持ケース３－１内には合成樹脂、例えばエポ
キシ樹脂より成る非磁性充填材８－１が充填してあり、
この非磁性充填材８－１の中央に永久磁石７－１が表出
している。
【００２４】そして、上記のように構成された磁気処理
装置Ａは、図２、図５に示すように一方の磁気処理体１
と他方の磁気処理体２とを、処理対象としての流体（原
水３１）を流す非磁性材製の管体２０を挟んだ状態で互
いに連結して、この管体２０に取付けてある。
【００２５】すなわち、一方の磁気処理体１と他方の磁
気処理体２とは、磁石保持ケース３、３－１のそれぞれ
の合せ目（縁部）３ａ、３ａ－１で合わされていて、互
いの磁力により吸着し合っている。また、管体２０は、
半円状の溝部６、６－１が成す管体挟込み部Ｊである円
形孔を貫通しており、一方の磁気処理体１の永久磁石７
と他方の磁気処理体２の永久磁石７－１とは管体２０を
挟んで対向していて、永久磁石７の対向端部７ａはＳ極
に、永久磁石７－１の対向端部７ａ－１はＮ極にそれぞ
れなる。
【００２６】この場合、磁石保持ケース３、３－１は連
続する枠体１０を構成しており、この枠体１０は、いわ
ゆる磁気回路の一部を形成する。すなわち、一方の磁気
処理体１の永久磁石７の対向端部（Ｓ極）７ａから永久
磁石７－１の対向端部（Ｎ極）７ａ－１に向かって磁束
密度の高い（６０００ガウス～１００００ガウス）の磁
場が形成されて、磁力線Ｆは管体２０を貫き、枠体１０
を通過して永久磁石７に収束される磁気回路が構成され
る。この磁気回路の場合、磁石保持ケース３、３－１の
角部は、曲げ角度が５６度以上のアールにしてあるため
に、磁気漏れを無く、保磁力を向上させている。
【００２７】このように磁気回路に発生した磁力線Ｆは
管体２０を貫き、この管体２０内を流れる処理対象とし
ての原水（各種の陽、陰イオン及び帯電した微細粒子な
荷電粒子を含む被処理液体）３１の流れに対して直角な
磁界を形成し印加する。
【００２８】このように、各種の陽、陰イオン及び帯電
した微細粒子な荷電粒子を含む原水３１の流れに、直角
に磁界が印加されることにより、いわゆるローレンツ力
を発生し、水分子と荷電粒子が相対運動、更には衝突を
生じることになり、水中の各種原子の磁気分解により構
造が変化して液体の性質が変化して、密度、表面張力、
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粘度、誘電率、電解質の溶解速度などの増大、または電
気伝導度、気体溶解度などの減少など、種々の効果を生
じるに至る。
【００２９】特に、６０００ガウス～１００００ガウス
にて磁気処理されたミネラル成分は、ミネラルイオンが
整列化して水分子のクラスターの細分化される。
【００３０】上記のように６０００ガウス～１００００
ガウスの磁力線を透磁された原水（磁気処理水）３１は
循環撹拌ポンプ３４の駆動によりその吐出側配管である
管体２０から２～３ｍ／ｓｅｃの流速で吐出されて、水
槽３０内を循環するようになる。
【００３１】次に、酸性水の製造方法について説明す
る。
【００３２】上記のように６０００ガウス～１００００
ガウスの磁力線を透磁された水道水である原水（磁気処
理水）３１は循環撹拌ポンプ３４の駆動により、その管
体２０から２～３ｍ／ｓｅｃの流速で吐出されて、水槽
３０内を循環し撹拌されており、この原水３１は水槽３
０内において、この原水３１の１０％の天然の化石土類
Ｇに接触する。
【００３３】磁力線を透磁された原水（磁気処理水）３
１は、その水分子のクラスターが小さくなっており、ま
た、原水３１は、照明機器３２により水中での照度が１
２００ルックス～２０００ルックスになるよう照射され
ていて、この光の照射により、原水３１の水温が２５度
以上に維持されており、しかも、化石土類Ｇは水中に放
置されると、その表面の無数の微細な孔から水が浸入す
るようになるし、また、堆積層間が剥がれて、その隙間

に水が浸入するようになる。
【００３４】したがって、化石土類Ｇは原水３１に接触
して、その多数の堆積層間が剥がれるが、原水３１の水
温が２５度以上に維持されているために、化石土類Ｇが
膨脹して、より堆積層間の剥がれが促進されるために、
化石土類Ｇの水の接触面積が大きくなる。しかも、磁力
線を透磁された原水（磁気処理水）３１は、その水分子
のクラスターが小さくなってるために、化石土類Ｇの組
織内、例えば化石土類Ｇの多孔質部分に浸透しやすくな
り、化石土類Ｇの成分、特に、水素イオンを有する物
質、硫化物等を溶出させる。
【００３５】上記のように処理された原水３１は、２日
～３日もすれば強酸性水になる。この様子を図６に示
す。図６において、上段は気温（℃）、中段は水槽に入
れた水道水の水温（℃）、下段が水道水のｐＨである。
【００３６】そして、８月２６日の２０時に、水槽３０
に水道水（ｐＨ７．１５）を１０リットルと化石土類Ｇ
を１Ｋｇ投入して、水道水に６０００ガウス～１０００
０ガウスの磁力線を透磁した結果、８月２７日の９時に
水道水のｐＨは３．３８になり、８月２７日の１７時以
降に水道水のｐＨは３．０以下になった。
【００３７】また、〔表１〕に化石土類Ｇに珪藻土を使
用した場合の酸性水の成分を示す。比較例として〔表
２〕に電解酸性水の成分を、〔表３〕に水道水（東京都
の水道水）の成分をそれぞれ示す。
【００３８】
【表１】
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【００３９】 【表２】
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【００４０】 【表３】
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【００４１】〔表１〕、〔表３〕の成分から解るように
水道水はｐＨ７．４１程度であり、この水道水である原
水３１は、上記した工程を経るとｐＨ２．９０の酸性水
になる。
【００４２】そして、水槽３０内の水道水（磁気処理
水）がｐＨ３．０以下の酸性水になった時点で、この酸
性水を水槽３０から所要量（水槽３０の半分程度）取り
出して暗所で保存する。酸性水が所要量取り出された水
槽３０には、取り出した分量の水道水を補充する。
【００４３】この状態で、２日～３日もすれば水槽３０
の水は酸性水になり、この酸性水を水槽３０から所要量
取り出して暗所で保存する。酸性水が所要量取り出され
た水槽３０には、取り出した分量の水道水を補充する。
この繰り返しにより、多量の酸性水を得ることができ
る。なお、酸性水の取り出し回数が多くなるにしたがっ
て、化石土類Ｇの補充は行われるものである。
【００４４】このように製造された酸性水は、水道水を
磁気水にする以外は自然の営みを用いており、環境に対
して悪影響を及ぼすことなく生成されたものであり、酸
性温泉などに利用できる（酸性温泉としては、草津温泉
がｐＨ２．３、玉川温泉がｐＨ１．８程度である。）。
【００４５】また、表１、表２の成分から解るように本
発明の製造方法により製造された酸性水は、電解液の酸
性水に比べてミネラル成分が多く、温泉水に適してい
る。

【００４６】本発明の製造方法により製造された酸性水
は、家庭温泉風呂の湯として利用すると、人体皮膚に対
して優しく、殺菌効果があり、また、湯冷めしないとい
う利点があるし、植物の病気、例えば赤星病、ウイルス
病、うどん粉病、潰瘍病、褐斑病、紅斑病、葉枯れ病の
防除液として利用できる。
【００４７】また、本発明の製造方法により製造された
酸性水は、本出願人が先に提唱したアルカリ水溶液の製
造方法（特願平１１－１７３７３８号）により製造され
たアルカリ水溶液と共に、土壌改良に使用することが可
能である。また、酸性水の空中散布と、アルカリ水溶液
の地中散布とを交互に行うことで植物の成長促進と無病
無害な栽培を可能にすることができる。しかも、本発明
の製造方法により製造された酸性水は、電解液や化学農
薬に比べて低価格になる。
【００４８】また、化石土類Ｇは、風化されていない場
合には、天干して再使用が可能であるし、品質の良い化
石土類Ｇであれば、磁気処理水をｐＨ２前後程度までに
改質することも可能である。
【００４９】なお、上記した実施の形態では、化石土類
Ｇとして、珪藻の化石の堆積土が固化したものや、藍藻
の化石の堆積土が固化したものを用いたが、これに限ら
ず、藻の化石の堆積土が固化したものであればよい。ま
た、化石土類Ｇの水槽３０への投入量は、この水槽３０
に満たした水道水の１割としたが、化石土類Ｇの性質に
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応じて加減することは可能である。
【００５０】
【発明の効果】以上説明したように、本発明に係る酸性
水の製造方法によれば、６０００ガウス～１００００ガ
ウスの磁力線を透磁された水道水（磁気処理水）は、そ
の水分子のクラスターが小さくなっており、しかも、珪
藻等の化石の堆積土は水中に放置されると、その表面の
無数の微細な孔から水が浸入するようになるし、また、
堆積層間が剥がれて、その隙間に水が浸入するようにな
る。
【００５１】したがって、珪藻等の化石の堆積土は水道
水に接触して、その多数の堆積層間が剥がれて、珪藻等
の化石の堆積土の水の接触面積が大きくなる。しかも、
磁力線を透磁された水道水（磁気処理水）は、その水分
子のクラスターが小さくなっているために、珪藻等の化
石の堆積土の組織内、例えば珪藻等の化石の堆積土の多
孔質部分に浸透しやすくなり、珪藻等の化石の堆積土の
成分、特に、水素イオンを有する物質、硫化物などを溶
出させ、磁気処理水を酸性水に改質することができる。
【００５２】しかも、磁気処理水を撹拌循環させ、ま
た、光の照射により、その水温が２５度以上に維持され
るために、珪藻等の化石の堆積土が水中で膨脹して、そ
の多数の堆積層間が剥がれて、珪藻等の化石の堆積土の
水の接触面積が大きくなり、磁気処理水が、より珪藻等
の化石の堆積土の組織内、例えば珪藻等の化石の堆積土
の多孔質部分に浸透しやすくなり、珪藻土などの化石の
堆積土の成分、特に、水素イオンを有する物質、硫化物
などを溶出させ、磁気処理水を酸性水に改質することが
できる。
【００５３】このように、水道水を化学処理、電気分解
等を行うことなく、天然に産する珪藻等の化石の堆積土

を用いて酸性水に改質することができるために、環境に
対して悪影響を及ぼすことなく大量の酸性水を低コスト
で生成することができる。
【００５４】また、本発明に係る酸性水の製造方法によ
れば、水槽に、酸性水が取り出された量と同量の水道水
を補充し、この繰り返しにより多量の酸性水を得ること
ができて、大量の酸性水を製造することができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明に係る酸性水の製造方法に使用する設備
の斜視図である。
【図２】磁気処理装置の取付状態の斜視図である。
【図３】同磁気処理装置の平面図である。
【図４】同磁気処理装置における磁気処理体の斜視図で
ある。
【図５】同磁気処理装置における磁気作用説明図であ
る。
【図６】本発明に係る酸性水の製造方法における実験結
果のグラフ図である。
【符号の説明】
１  一方の磁気処理体
２  他方の磁気処理体
３  磁気保持ケース
７  永久磁石
２０  管体
３０  水槽
３１  原水（磁気処理水、水道水）
３２  照明機器
３３  循環撹拌装置
３４  循環撹拌ポンプ
Ａ    磁気処理装置
Ｇ    化石土類

【図２】 【図３】 【図４】

【図５】
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【図１】 【図６】

  
─────────────────────────────────────────────────────
フロントページの続き
  
(58)調査した分野(Int.Cl.

7
，ＤＢ名)

              C02F   1/00                   
              C01B   5/00                   

(9)                           特許３３２００４２


